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中　村　憲　明

インフラの老朽化が加速度的に進行する中，我が国における「安全・安心の確保」，「持続可能な地域社
会の形成」，「経済成長の実現」の基盤となるインフラの維持管理・更新を計画的に進め，持続可能なイン
フラメンテナンスを実現することが極めて重要である。「社会資本メンテナンス元年」から 10 年目を迎え
た 2022 年には，社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会において，これまでの取組の
レビュー及び，今後のメンテナンスのあり方についてとりまとめられ，提言として公表された。本稿では，
本提言の内容と関連する国土交通省におけるインフラ老朽化対策について主な取組を紹介する。
キーワード：  インフラ老朽化，インフラメンテナンス，予防保全，包括的民間委託，新技術導入

1．はじめに

インフラは，我が国における「安全・安心の確保」，
「持続可能な地域社会の形成」，「経済成長の実現」の
基盤となるものである。今後，建設から 50 年以上経
過するインフラの割合が加速度的に増加する見込みで
ある中，時代を越えて役割を果たし続け，中長期的に
我が国の生活や社会経済活動の礎とし続けるため，イ
ンフラの維持管理・更新を計画的に進め，持続可能な
インフラメンテナンスを実現することが極めて重要で
ある。

国土交通省では，2012 年 12 月に発生した中央自動
車道笹子トンネルの天井板崩落事故を契機に，2013
年を「社会資本メンテナンス元年」と位置付け，メン
テナンスサイクルの確立に始まり，産学官民が一丸と
なってメンテナンスに取り組むインフラメンテナンス
国民会議の設立など，様々な取組を行ってきた（図─
1）。

2014 年には「国土交通省インフラ長寿命化計画（行
動計画）」（2014 ～ 2020 年度）を策定し，これに基づき，
インフラの老朽化対策に係る取組を推進してきた。ま
た，当該計画は 2021 年 6 月に，「予防保全」への本格
転換や新技術の活用，インフラの集約・再編の取組等
を盛り込んだ内容に改定（2021 ～ 2025 年度）したと
ころである。

そして，「社会資本メンテナンス元年」から 10 年目
を迎えた 2022 年には，社会資本整備審議会・交通政
策審議会技術分科会技術部会において，これまでの老

朽化対策の進捗状況や地方公共団体の動向等を把握し
て，これまでの取組のレビューを行うとともに，今後
のメンテナンスのあり方についてとりまとめられ，提
言として公表された。

本稿では，国土交通省がこれまで行ってきた主な取
組を交えつつ，インフラメンテナンスの現況と見通し
について説明するとともに，先日公表された今後のイ
ンフラメンテナンスのあり方に関する提言『総力戦で
取り組むべき次世代の「地域インフラ群再生戦略マネ
ジメント」～インフラメンテナンス第 2 フェーズへ～』
の内容を紹介する。

持続可能なインフラメンテナンスの実現に向けて
地域インフラ群再生戦略マネジメントの推進

行政情報

特集＞＞＞　維持管理・⻑寿命化・リニューアル

図─ 1　これまでの 10年間の取組
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2．インフラメンテナンスの現況と見通し

（1）地方公共団体の抱える諸課題
我が国のインフラの現況としては，高度成長期以降

に整備された道路橋，トンネル，河川，下水道，港湾
等について，建設後 50 年以上経過する施設の割合が
加速度的に増加している状況にある。

そのような中で多くのインフラを維持管理している
地方公共団体，とりわけ，小規模な市町村などに目を
向けると，これまでの取組で施設の点検が一巡し，施
設の現況が把握できた一方で，土木職員の減少や十分
な予算確保が困難といった課題が存在する。例えば，
市町村における土木部門の職員数の減少割合は約

14％であり，市町村全体の職員数の減少割合よりも大
きく，技術系職員が 5 人以下の市町村が全体の半分を
占めている状況である（図─ 2）。さらに，市町村の
土木費は，ピーク時の 1993 年の約 11.5 兆円から，
2011 年度までの間で約半分の 6 兆円に減少しており，
その後もほぼ横ばいの状況が続いている（図─ 3）。

このような中で，措置が必要な施設数に対して，講
ずべき補修・修繕が追い付いておらず，依然として事
後保全段階にある施設が多数存在している（表─ 1）。

（2）予防保全への転換の必要性
2018 年 11 月，国土交通省は，経済財政諮問会議の

ワーキンググループにおいて，所管する分野のインフ

図─ 2　市町村における職員数の推移

分野※２ 点検対象施設数※３ うち　要対策施設数

道路

橋梁 723,705 施設（R4.3.31） 61,407 施設（R4.3.31）

トンネル 11,032 施設（R4.3.31） 3,873 施設（R4.3.31）

道路附属物等 41,548 施設（R4.3.31） 5,565 施設（R4.3.31）

河川※４ 堤防：約 14,500 km
樋門・樋管，水門，堰：約 8,600 施設（R5.3.31）

堤防：約 4,900 km
樋門・樋管，水門，堰：約 2,300 施設（R5.3.31）

砂防
砂防設備：約 83,000 基

地すべり・急傾斜：約 37,000 区域（R2.3.31）
砂防設備：約 3,000 基

地すべり・急傾斜：約 6,000 区域（R2.3.31）

海岸（海岸堤防等） 5,588 km（R4.3.31） 707 km（R4.3.31）

下水道（管路施設） 3,257 km（R4.3.31） 22 km（R4.3.31）

港湾 62,202 施設（R3.3.31） 5,448 施設（R3.3.31）

空港（土木施設※５） 80 空港（R3.3.31） 9 空港（R3.3.31）

航路標識 2,400 施設（R2.3.31） 294 施設（R2.3.31）

公園 87,933 施設（R3.3.31） 24,204 施設（R3.3.31）

公営住宅 2,162,484 ⼾（H31.3.31） 1,150,506 ⼾（H31.3.31）

官庁施設 8,727 施設（R4.3.31） 904 件※６（R4.8.19）
※１：各施設数は括弧内の時点の数字　　　　　　※４：点検対象施設数，要緊急対策施設数は直轄施設のみ
※２：要緊急対策施設がない分野は除く　　　　　※５：空港土木施設（幹線排水，共同溝，地下道，橋梁，護岸）
※３：点検対象施設数には点検未了のものも含む　※６：老朽を理由とした修繕計画のうち，緊急を要すると判定された計画の件数

（国土交通省調べ）

表─ 1　各分野における早期または緊急に対策が必要な施設数
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ラについて，30 年後までの維持管理・更新費の推計
結果を示した。インフラの維持管理・更新について，
不具合が生じてから対策を講じる「事後保全」から，
不具合が生じる前に対策を講じる「予防保全」へ移行
することにより，30 年後の維持管理・更新費が約 5
割縮減される見込みとなった（図─ 4）。この結果か
らも明らかなとおり，今後，予防保全への転換を進め
ることにより費用の縮減・平準化を図り，持続的・効
率的なインフラメンテナンスを推進することが必要で
ある。

図─ 4　�「予防保全」の推計と「事後保全」の試算との比較��
（長寿命化等による効率化の効果）

（3）予防保全への転換の状況
点検を法定化し，施設点検が一巡したことで，イン

フラの老朽化の状況の全体像が把握できた。例えば，
道路橋については，2014 年から各道路管理者へ，5 年
に 1 回の頻度で点検を実施することが義務づけられて
おり，2021 年度末時点で措置が必要な施設（いわゆ
る「事後保全」段階にある施設）は 61,407 橋であった。

そのうちの多くは，地方公共団体が管理しており，
未だ約 45,000 橋の措置が完了していない状況で（図
─ 5），予防保全に本格的に転換するには，まずはこ
れらに対する措置を早期に講じる必要がある。

また，毎年約 7,000 橋の措置が完了するものの，新

たに事後保全段階に移行する橋梁が約 5,000 橋発生す
るため，1 年間で約 2,000 橋しか措置が完了しない。
従って，これまでの予算水準では予防保全への移行ま
でに約 20 年かかるという状況である（図─ 6）。

このように，インフラ老朽化対策は「待ったなし」
の課題であり，2020 年 12 月 11 日に閣議決定された「防
災・減災，国土強靱化のための 5 か年加速化対策」に
基づき，予防保全型インフラメンテナンスへの転換に
向けて，早期対応が必要な施設への集中的な老朽化対
策を実施している。

3． 「地域インフラ群再生戦略マネジメント」
の推進

（1）「地域インフラ群再生戦略マネジメント」とは
地方公共団体における財政面・体制面の課題を踏ま

え，国土交通大臣の諮問機関である社会資本整備審議
会・交通政策審議会技術分科会の技術部会に設置され
た社会資本メンテナンス戦略小委員会において，これ
までの老朽化対策の進捗状況や地方公共団体の動向等
を把握して，これまでの取組のレビューを行うととも

図─ 3　市町村の土木費の推移

図─ 5　修繕等措置状況

図─ 6　道路橋に対する措置の状況
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に，今後のメンテナンスのあり方に関して議論を重
ね，提言『総力戦で取り組むべき次世代の「地域イン
フラ群再生戦略マネジメント」～インフラメンテナン
ス第 2 フェーズへ～』がとりまとめられ，2022 年 12
月 2 日に技術部会長及び社会資本メンテナンス戦略小
委員長から国土交通大臣へ提言が手交され，公表され
た。

提言では，これから取り組むべき施策の方針とし
て，市区町村における財政面・体制面の課題を踏まえ，

「地域インフラ群再生戦略マネジメント」（以下，戦略
マネジメント）という考え方が示され，その推進が求
められている。具体的には，地域特性や地方公共団体
間の機能的なつながりなどを踏まえて複数市区町村を
基本とした対象エリアを設定し，個別施設のメンテナ
ンスだけでなく，複数・多分野の施設を「群」として
まとめて捉えた上で，地域の将来像に基づき将来的に
必要な機能を検討し，個別インフラ施設の維持，補修・
修繕，更新，集約・再編，新設等を適切に実施してい
く，地方のインフラメンテナンスのあり方を大きく変
革する考え方である。

具体的には，計画策定プロセス及び実施プロセスに
分けて取組を進めていくこととしている。

＜計画策定プロセス＞（図─ 7）
①市区町村の既存の行政区域に拘らない「地域」を設

定し，その「地域」内に存在する複数・多分野のイ
ンフラを「群」としてまとめて捉える。

②地域の将来像に基づき，インフラ「群」の将来的に
必要な機能（維持すべき機能／新たに加えるべき機
能／役割を果たした機能）を検討。

③必要な機能を踏まえ，個別施設の修繕，更新，集約・
再編等に関する計画を策定。
＜実施プロセス＞（図─ 8）

①業務を難易度，求められる能力等に応じて類型化。
②一定の技術力が必要な点検，修繕等は，複数・広域・

多分野の業務の包括化により技術力を有する事業者
を含む事業者連携により対応。

③日常的な維持管理等は，必要に応じ，JV 等を活用
しつつ，地域の実情に精通し，現場へのアクセス性
に優れた地元事業者により対応。
この「戦略マネジメント」の考え方に基づく取組を

推進することで，事業者及び市区町村がそれぞれ機能
的，空間的及び時間的にマネジメントの統合を図り，
持続可能なインフラメンテナンスを実現するものであ
り，多様な主体による「総力戦」での実施体制を構築
した上で，計画的に取組を進める必要がある。今後は
モデル地域での検討等を行いながら「戦略マネジメン
ト」の普及に向けた取組を進めていきたい。

（2）包括的民間委託の導入促進に向けて
インフラメンテナンスの高度化・効率化を図るた

め，国土交通省では地方公共団体における民間活力の
活用手段として，特に包括的民間委託に着目してい

図─ 7　地域インフラ群再生戦略マネジメントの推進イメージ＜計画策定プロセス＞
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る。この方式は受託した民間事業者が創意工夫やノウ
ハウの活用により効率的・効果的に業務を実施できる
よう，巡回・維持など複数の業務や道路・公園など複
数の施設をまとめて，地元建設会社等で組織する共同
企業体（JV）や事業協同組合などに委託する方式で
ある（図─ 9）。現状，この方式は下水道分野以外で
は比較的導入事例が少なく，導入による効果が地方公
共団体に十分に理解されていない現状がある。そのた
め，国土交通省ではモデルとなる地方公共団体への導
入支援等を通じ，導入促進方策の検討を実施し，検討
成果や先行事例を参考にしつつ，2023 年 3 月に，「イ
ンフラメンテナンスにおける包括的民間委託導入の手
引き」を取りまとめた（図─ 10）。

今後，「戦略マネジメント」を推進していく上で，
実施プロセスの体制として包括的民間委託の導入をよ
り一層推進して参りたい。

図─ 8　地域インフラ群再生戦略マネジメントの推進イメージ（案）＜実施プロセス＞

図─ 9　包括的民間委託の概要

図─ 10　包括的民間委託導入の手引きの構成
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（3）新技術の導入促進に向けて
国土交通省ではこれまで，インフラメンテナンス分

野において，新技術の導入により作業の省人化・効率
化を図ることが可能であることから新技術の導入促進
に向けた取組を行ってきた。一方で新技術の導入にあ
たっては導入コストや内部調整段階での技術の有効性
の判断等が課題となっている。特に新技術の活用に不
慣れな小規模地方公共団体等にとっては，新技術の導
入のノウハウが不足していると考えられる。そこで，
2018 年 度 か ら「 官 民 研 究 投 資 拡 大 プ ロ グ ラ ム

（PRISM）」を活用し，地方公共団体におけるモデル
ケースの実施を通じて，「インフラ維持管理における
新技術導入の手引き（案）Ver0.1」を作成，2021 年 3
月に公表したところである（図─ 11）。

また，新技術の活用を促進すべく，2021 年度から，
コスト縮減や省力化の見込まれる新技術等を活用する

事業に対して，補助金の優先支援の対象とするなど，
財政的インセンティブの仕組みを導入している。
「戦略マネジメント」の取組を進めるにあたって，

新技術の導入はインフラメンテナンスを高度化する重
要な取組であり，引き続き導入を促進して参りたい。

4．おわりに

今後，提言を踏まえ，インフラメンテナンスに関わ
るあらゆる主体と連携して，10 年前の笹子トンネル
天井板崩落事故を受けて関係者が共有した危機感と緊
張感を保ちながら，具体的かつ計画的に取組を展開し
ていかなければならない。国土交通省としても決意を
新たに，地方公共団体など関係者と連携して取組を進
めていくことで，予防保全型インフラメンテナンスへ
の本格転換を図って参りたい。
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図─ 11　インフラ維持管理における新技術導入の手引き（案）Ver0.1
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